
板橋区デジタルＭＣＡ無線システム運用要綱 

 

平成２３年 ２月２１日区長決定 

  

（目的） 

第１条 この要綱は、電波法、災害対策基本法及び板橋区地域防災計画に基づき、板橋区

が区民の生命、身体及び財産等を災害から保護し、被害を最小限にとどめるための予防

活動、災害発生時における応急対策から災害復旧に至るまでの災害対策に係る行政事務

を実施するために設置する板橋区デジタルＭＣＡ無線システム（以下「システム」とい

う。）の適正な管理並びに運用について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、用語の定義は次の各号に定めるとおりとする。 

（１）無線局   電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。また、各号の無線局の

総称とする。 

（２）統制局   防災危機管理課及び赤塚支所（防災情報室）に設置され、無線局の通

信等を統制する局をいう。 

（３）簡易指令局  地域振興課に設置され、無線局の通信等を簡易的に統制する局をいう。 

（４）半固定局  非常用バッテリーを搭載し、持ち運びが可能な無線局をいう。 

（５）携帯局   携帯型の無線局をいう。 

（６）車載局   自動車に搭載する無線局をいう。 

 

（無線局の局名等） 

第３条 無線局名称及び設置部署並びに局種別については、別表のとおりとする。 

 

（総括管理者） 

第４条 区長は、無線局の管理及び運用業務を総括するため、総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は、危機管理部長とする。 

３ 総括管理者は、管理責任者を指揮監督する。 

 

（管理責任者） 

第５条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、システムの管理及び運用を行い、無線取

扱者を指揮監督する。 

２ 管理責任者は、危機管理部防災危機管理課長とする。 

 

（管理者） 

第６条 管理者は、管理責任者の命を受け、無線取扱者を指揮し、無線局の操作及び管理

並びに運用を行う。 

２ 管理者は、無線局を配備する部署の所属長とする。 

 

 



（無線取扱者） 

第７条 無線取扱者は、管理責任者または管理者の命を受け、電波法令を遵守し、法令に

基づく無線局の操作及び運用を行う。 

２ 統制局の操作及び運用については、無線取扱者の中から管理責任者が指定する。 

 

（無線局の運用） 

第８条 システムは常時稼働するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内の運

用を原則とする。 

２ 管理者は、無線局を長時間閉局する必要がある場合、管理責任者に事前に連絡し、承

諾を得るものとする。 

 

（研修） 

第９条 管理責任者は、必要に応じ、無線取扱者に対して、運用方法及び無線局の取扱要領

等について研修を行う。 

 

（訓練） 

第 10 条 管理責任者は、非常時に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、定期

的に通信訓練を実施するものとする。 

 

（管理業務） 

第 11条 管理責任者は、無線局が常に良好に機能するよう管理しておかなければならない。 

２ 定期点検として、無線局の保守点検を年１回以上実施しなければならない。 

３ 定期点検に係る業務について、区の機関以外のものに委託することができる。 

 

（故障等の対応） 

第 12 条 管理者は、無線局において故障または異常が認められた場合、直ちにその旨を管

理責任者に報告しなければならない。 

２ 前項の報告を受けた場合、管理責任者は、ただちに修理等の対応をとらなければなら

ない。 

 

（通信の種類） 

第 13条 無線通信（以下「通信」という。）の区分は、平常通信及び緊急通信とする。 

２ 通信は、音声通信及びメール機能を利用した非音声通信とする。 

 

（通信の使用基準） 

第 14条 通信の使用基準は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）板橋区地域防災計画に基づく災害対策に関するもの 

（２）一般行政事務に関するもの 

（３）通信訓練に関するもの 

（４）保守点検及び電波伝搬の地域性把握調査に関するもの 

 

 



（通信の原則） 

第 15条 通信を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）必要のない通信を行わないこと。 

（２）通信時において、暗号及び隠語を使用せず、簡潔な言葉を用いること。 

（３）通信時において、発信部署の呼出し名称を付し、通信の発信先を明らかにすること。 

（４）通信は、正確に行うこととし、通信上に誤りが発覚した場合は、直ちに訂正するこ

と。 

 

（通信の制限） 

第 16 条 総括管理者は、災害時及びその他特に理由がある場合は、通信を制限することが

できる。 

 

（目的外使用の禁止） 

第 17条 目的または通信の相手方もしくは通信事項の範囲を超えて、運用してはならない。 

 

（混信等の防止） 

第 18条 通信する際、他の通信を阻害しないように運用しなければならない。 

 

（その他） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関する必要な事項は、危

機管理部長が別に定める。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、区長決定の日から施行し、平成２３年６月１日から適用する。 

  付 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



（別表） 

 

デジタルＭＣＡ無線システム設置一覧 
 

№ 無線局名 設置部署 局種別 

１ 防災センター 防災センター 統制局 

２ 防災センター１ 防災センター 半固定局 

３ 防災センター２ 防災センター 半固定局 

４ 防災センター３ 防災センター 半固定局 

５ 指揮車 防災センター 車載局 

６ 防災車 防災センター 車載局 

７ 防災携帯１ 防災センター 携帯局 

８ 防災携帯２ 防災センター 携帯局 

９ 防災携帯３ 防災センター 携帯局 

１０ 防災携帯４ 防災センター 携帯局 

１１ 防災携帯５ 防災センター 携帯局 

１２ 防災携帯６ 防災センター 携帯局 

１３ 防災携帯７ 防災センター 携帯局 

１４ 防災携帯８ 防災センター 携帯局 

１５ 防災携帯９ 防災センター 携帯局 

１６ 防災携帯１０ 防災センター 携帯局 

１７ 防災携帯１１ 防災センター 携帯局 

１８ 防災携帯１２ 防災センター 携帯局 

１９ 防災携帯１３ 防災センター 携帯局 

２０ 防災携帯１４ 防災センター 携帯局 

２１ 防災携帯１５ 防災センター 携帯局 

２２ 防災携帯１６ 防災センター 携帯局 

２３ 防災携帯１７ 防災センター 携帯局 

２４ 防災携帯１８ 防災センター 携帯局 

２５ 防災携帯１９ 防災センター 携帯局 

２６ 防災携帯２０ 防災センター 携帯局 

２７ 防災携帯２１ 防災センター 携帯局 

２８ 防災携帯２２ 防災センター 携帯局 

２９ 防災携帯２３ 防災センター 携帯局 

３０ 防災携帯２４ 防災センター 携帯局 

３１ 防災携帯２５ 防災センター 携帯局 

３２ 防災携帯２６ 防災センター 携帯局 

３３ 防災携帯２７ 防災センター 携帯局 

３４ 防災携帯２８ 防災センター 携帯局 

３５ 防災携帯２９ 防災センター 携帯局 

３６ 防災携帯３０ 防災センター 携帯局 



３７ 防災携帯３１ 防災センター 携帯局 

３８ 防災携帯３２ 防災センター 携帯局 

３９ 防災携帯３３ 防災センター 携帯局 

４０ 防災携帯３４ 防災センター 携帯局 

４１ 防災携帯３５ 防災センター 携帯局 

４２ 防災携帯３６ 防災センター 携帯局 

４３ 防災携帯３７ 防災センター 携帯局 

４４ 防災携帯３８ 防災センター 携帯局 

４５ 防災携帯３９ 防災センター 携帯局 

４６ 防災携帯４０ 防災センター 携帯局 

４７ 防災携帯４１ 防災センター 携帯局 

４８ 防災携帯４２ 防災センター 携帯局 

４９ 防災携帯４３ 防災センター 携帯局 

５０ 防災携帯４４ 防災センター 携帯局 

５１ 防災携帯４５ 防災センター 携帯局 

５２ 防災携帯４６ 防災センター 携帯局 

５３ 防災携帯４７ 防災センター 携帯局 

５４ 防災携帯４８ 防災センター 携帯局 

５５ 防災携帯４９ 防災センター 携帯局 

５６ 防災携帯５０ 防災センター 携帯局 

５７ 防災携帯５１ 防災センター 携帯局 

５８ 防災携帯５２ 防災センター 携帯局 

５９ 防災携帯５３ 防災センター 携帯局 

６０ 防災携帯５４ 防災センター 携帯局 

６１ 防災携帯５５ 防災センター 携帯局 

６２ 防災携帯５６ 防災センター 携帯局 

６３ 防災携帯５７ 防災センター 携帯局 

６４ 防災携帯５８ 防災センター 携帯局 

６５ 赤塚支所 赤塚支所 携帯局 

６６ 支所携帯１ 赤塚支所 統制局 

６７ 支所携帯２ 赤塚支所 携帯局 

６８ 支所携帯３ 赤塚支所 携帯局 

６９ 施設経営 施設経営課 携帯局 

７０ 施設経営携帯１ 施設経営課 半固定局 

７１ 施設経営携帯２ 施設経営課 携帯局 

７２ 地域振興 地域振興課 携帯局 

７３ 板橋 板橋地域センター 簡易指令局 

７４ 板橋携帯１ 板橋地域センター 半固定局 

７５ 板橋携帯２ 板橋地域センター 携帯局 

７６ 板橋携帯３ 板橋地域センター 携帯局 



７７ 熊野 熊野地域センター 携帯局 

７８ 熊野携帯１ 熊野地域センター 半固定局 

７９ 熊野携帯２ 熊野地域センター 携帯局 

８０ 熊野携帯３ 熊野地域センター 携帯局 

８１ 仲宿 仲宿地域センター 携帯局 

８２ 仲宿携帯１ 仲宿地域センター 半固定局 

８３ 仲宿携帯２ 仲宿地域センター 携帯局 

８４ 仲宿携帯３ 仲宿地域センター 携帯局 

８５ 仲町 仲町地域センター 携帯局 

８６ 仲町携帯１ 仲町地域センター 半固定局 

８７ 仲町携帯２ 仲町地域センター 携帯局 

８８ 仲町携帯３ 仲町地域センター 携帯局 

８９ 富士見 富士見地域センター 携帯局 

９０ 富士見携帯１ 富士見地域センター 半固定局 

９１ 富士見携帯２ 富士見地域センター 携帯局 

９２ 富士見携帯３ 富士見地域センター 携帯局 

９３ 大谷口 大谷口地域センター 携帯局 

９４ 大谷口携帯１ 大谷口地域センター 半固定局 

９５ 大谷口携帯２ 大谷口地域センター 携帯局 

９６ 大谷口携帯３ 大谷口地域センター 携帯局 

９７ 常盤台 常盤台地域センター 携帯局 

９８ 常盤台携帯１ 常盤台地域センター 半固定局 

９９ 常盤台携帯２ 常盤台地域センター 携帯局 

１００ 常盤台携帯３ 常盤台地域センター 携帯局 

１０１ 清水 清水地域センター 携帯局 

１０２ 清水携帯１ 清水地域センター 半固定局 

１０３ 清水携帯２ 清水地域センター 携帯局 

１０４ 清水携帯３ 清水地域センター 携帯局 

１０５ 志村坂上 志村坂上地域センター 携帯局 

１０６ 志村坂上携帯１ 志村坂上地域センター 半固定局 

１０７ 志村坂上携帯２ 志村坂上地域センター 携帯局 

１０８ 志村坂上携帯３ 志村坂上地域センター 携帯局 

１０９ 中台 中台地域センター 携帯局 

１１０ 中台携帯１ 中台地域センター 半固定局 

１１１ 中台携帯２ 中台地域センター 携帯局 

１１２ 中台携帯３ 中台地域センター 携帯局 

１１３ 蓮根 蓮根地域センター 携帯局 

１１４ 蓮根携帯１ 蓮根地域センター 半固定局 

１１５ 蓮根携帯２ 蓮根地域センター 携帯局 

１１６ 蓮根携帯３ 蓮根地域センター 携帯局 



１１７ 舟渡 舟渡地域センター 携帯局 

１１８ 舟渡携帯１ 舟渡地域センター 半固定局 

１１９ 舟渡携帯２ 舟渡地域センター 携帯局 

１２０ 舟渡携帯３ 舟渡地域センター 携帯局 

１２１ 前野 前野地域センター 携帯局 

１２２ 前野携帯１ 前野地域センター 半固定局 

１２３ 前野携帯２ 前野地域センター 携帯局 

１２４ 前野携帯３ 前野地域センター 携帯局 

１２５ 桜川 桜川地域センター 携帯局 

１２６ 桜川携帯１ 桜川地域センター 半固定局 

１２７ 桜川携帯２ 桜川地域センター 携帯局 

１２８ 桜川携帯３ 桜川地域センター 携帯局 

１２９ 下赤塚 下赤塚地域センター 携帯局 

１３０ 下赤塚携帯１ 下赤塚地域センター 半固定局 

１３１ 下赤塚携帯２ 下赤塚地域センター 携帯局 

１３２ 下赤塚携帯３ 下赤塚地域センター 携帯局 

１３３ 成増 成増地域センター 携帯局 

１３４ 成増携帯１ 成増地域センター 半固定局 

１３５ 成増携帯２ 成増地域センター 携帯局 

１３６ 成増携帯３ 成増地域センター 携帯局 

１３７ 徳丸 徳丸地域センター 携帯局 

１３８ 徳丸携帯１ 徳丸地域センター 半固定局 

１３９ 徳丸携帯２ 徳丸地域センター 携帯局 

１４０ 徳丸携帯３ 徳丸地域センター 携帯局 

１４１ 高島平 高島平地域センター 携帯局 

１４２ 高島平携帯１ 高島平地域センター 半固定局 

１４３ 高島平携帯２ 高島平地域センター 携帯局 

１４４ 高島平携帯３ 高島平地域センター 携帯局 

１４５ 高島平携帯３ 高島平地域センター 携帯局 

１４６ 都市計画 都市計画課 携帯局 

１４７ 都市計画携帯１ 都市計画課 半固定局 

１４８ 都市計画携帯２ 都市計画課 携帯局 

１４９ 建築 建築指導課 携帯局 

１５０ 建築携帯１ 建築指導課 半固定局 

１５１ 建築携帯２ 建築指導課 携帯局 

１５２ 土木計画・交通 1 土木計画・交通安全課 携帯局 

１５３ 土木計画・交通 2 土木計画・交通安全課 半固定局 

１５４ 土木車載１ 土木計画・交通安全課 半固定局 

１５５ 土木車載２ 土木計画・交通安全課 車載局 

１５６ みどり公園 みどりと公園課 車載局 



１５７ 南部土木 南部土木サービスセンター 半固定局 

１５８ 南部携帯１ 南部土木サービスセンター 半固定局 

１５９ 南部携帯２ 南部土木サービスセンター 携帯局 

１６０ 南部携帯３ 南部土木サービスセンター 携帯局 

１６１ 北部土木 北部土木サービスセンター 携帯局 

１６２ 北部携帯１ 北部土木サービスセンター 半固定局 

１６３ 北部携帯２ 北部土木サービスセンター 携帯局 

１６４ 北部携帯３ 北部土木サービスセンター 携帯局 

１６５ 板橋災害対策土木協力会１ 板橋災害対策土木協力会 携帯局 

１６６ 板橋災害対策土木協力会２ 板橋災害対策土木協力会 携帯局 

１６７ 東京都トラック協会板橋支部１ 東京都トラック協会板橋支部 携帯局 

１６８ 東京都トラック協会板橋支部２ 東京都トラック協会板橋支部 携帯局 

１６９ ボラセン いたばし総合ボランティアセンター 携帯局 

１７０ 区長 板橋区長 携帯局 

１７１ 危機管理部を担任する副区長 板橋危機管理部を担任する副区

長 

携帯局 

１７２ 危機管理部を担任する副区長以外

の副区長 

板橋危機管理部を担任する副区

長以外の副区長 

携帯局 

１７３ 教育長 板橋区教育長 携帯局 

１７４ 常勤監査委員 常勤監査委員 携帯局 

１７５ 危機管理部長 危機管理部長 携帯局 

１７６ 防災危機管理課長 危機管理部防災危機管理課長 携帯局 

１７７ 地域防災支援課長 危機管理部地域防災支援課長 携帯局 

 


